
【海外転出】海外へお引越しされる方へ… 
 

日本に帰国し住民登録する際は次のものが必要です。 

 

〇転入される方全員のパスポート（帰国日がわかるもの） 
※日本に入国の際、自動化ゲートを利用した場合は帰国日が確認できる資料

もお持ちください。（搭乗券・空港から利用したバスの乗車券など） 

○戸籍謄本・戸籍の附票 
（本籍地以外の市区町村に住民登録する場合のみ） 

〇在留カードまたは特別永住者証明書（外国人の方） 

〇マイナンバーカード（持っている方のみ） 

〇印鑑（印鑑登録を希望される方のみ） 

〇海外転出前の除住民票 
（転出前の住民票に旧氏を記載していた方で再記載したい方） 

 

●  日本に帰国し新しい住所に住み始めたら１４日以内に転入の手続きをし

てください。１４日を過ぎても転入のお手続きはできますが正当な理由

なく手続きが遅れると５０，０００円以下の過料の対象となる場合がありま

す。なお、一時帰国の場合は住民登録ができません。 

 

海外転出（予定）日に、住民登録は抹消されます。 

● 国外転出の手続きが済んだ後でも、これから出国する方は転出予定日の

前日まで住民票の写しや印鑑登録証明書（登録カードをお持ちの場合）

の発行ができます。ただし、マイナンバーカードによるコンビニ交付は

届出日をもってできなくなります。 

●海外転出（予定）日になると住民票（除票）に海外へ転出した旨が記載されます。

それ以前に海外転出の手続きをした証明書が必要な場合は、海外転出の内容が

記載された記載事項証明書を発行することができます。 

 

<お問合せ先> 

町田市役所代表電話（受付時間：午前７時～午後７時） 

TEL ０４２-７２２-３１１１ FAX ０４２-７２４-５６００ 

mail ５６５６＠ｍａｃｈｉｄａ.ｃａｌｌ-ｃｅｎｔｅｒ.ｊｐ 
 



詳しい内容は、担当課へお問い合わせください。 
 町田市でのお手続き 
 
 

マイナンバーカード 
（市民課） 

返納手続きまたは国外継続利用ができます。 
次の①～③のいずれかに当てはまる場合は返納手続きを行ってください。 
①国外継続利用を希望しない②転出日が当日③転出日が過去日 
転出日が未来日の日本国籍を有する方は国外継続利用の申請ができます。 

➠０４２-８６０-６１９５ 

印鑑登録 
（市民課） 

転出（予定）日をもって自動的に廃止になります。印鑑登録証（カード）はお返しいた
だくか、破棄してください。 

国民健康保険 
（保険年金課） 

 

資格確認書及びその他各種医療証はお返しください。国保税については後日通知書 
（更正）が送付されますので、送付先等をご連絡ください。➠０４２-７２４-２１２４ 

国民年金 
（保険年金課） 

国民年金をやめることになりますが任意加入することもできます。 

希望する場合は、加入手続きをしてください。➠０４２-７２４-２１２７ 

後期高齢者医療 
（保険年金課） 

資格確認書及びその他各種医療証をお返しください。保険料については後日通知書 
（更正）が送付されますので、送付先等をご連絡ください。➠０４２-７２４-２１４４ 

 

児童手当 

（子ども総務課） 

届出をしてください。保護者のみ、お子さまのみの転出でも手続きが必要です。転出月

分まで児童手当が支給されますので、振込先口座を残しておいてください。 

➠０４２-７２４-２１３９ 

医療費助成 
（子ども総務課） 

届出をしてください。保護者のみ、お子さまのみの転出でも手続きが必要です。医療証
をお返しください。➠０４２-７２４-２１３９ 

公立小中学校 
（学務課） 

受け入れ先の学校によって必要な証明が異なります。事前に受け入れ先の学校に確認の
上、今まで在学していた学校から書類をお受け取りください。 

➠０４２-７２４-２１７６ 
 

妊婦健康診査等 

（保健予防課） 

町田市の妊婦健康診査受診票等は使用できなくなります。妊婦健康診査受診票が使えな
い、東京都外の医療機関等で妊婦健診を受診されている方は助成金交付手続きをしてく
ださい。➠０４２-７２５-５４７１ 

 

固定資産税 

（資産税課） 

 

１月１日現在、不動産登記簿等に所有者として登録のある方は納税管理人申告書等の提

出が必要な場合がありますので、事前にご確認ください。➠０４２-７２４-２５３０ 

 
市・都民税 
（市民税課） 

以下の方は納税管理人申告書等の提出が必要な場合がありますので、事前にご確認くだ
さい。➠０４２-７２４-２１１５ 
①市・都民税の納税義務がある方 
②１月１日に町田市に住民登録がある方で、市・都民税の納税義務が生じる予定の方 

軽自動車税 
（市民税課） 

４月１日現在にバイクや軽自動車等を所有している方に課税されます。 
転出される方は、送付先等を必ずご連絡ください。➠０４２-７２４-２１１３ 

市税納付（納税課） 市税に未納・滞納があるか確認をお願いします。➠０４２-７２４-２１２２ 

 

選 挙 
（選挙管理委員会） 

 

外国にいても「在外選挙制度」で国政選挙の投票ができます。 
ご希望の方は届出の日から転出予定日までの間に選挙管理員会でお手続きください。  
➠０４２-７２４-２１６８ 
転出後にお手続きされる場合は、在外公館にお問い合わせください。 
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